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介護休業
4 4

と介護休暇
4 4

はどのように利用すればよいですか？Q
家族の介護だけでなく、仕事と介護を両立する体制を
整える期間としても活用しましょう。A

家族家族 とと 自分自分 それぞれの人生を大切しよう！それぞれの人生を大切しよう！

介護休業 介護休暇
特　徴 長期の休みを取得できる（介護の体制づくり） 突発的・短期的な休みを取得できる

内　容

・対象家族１人につき 通算 93日 まで、３回を上限
・�雇用保険の被保険者には、介護休業を取得して賃金が一定水準

を下回った場合に介護休業給付金が支給
（休業開始時賃金日額×支給日数× 67％）

・対象家族１人であれば 年５日まで、毎年取得可能
　（２人以上であれば年10日まで）
・休暇は１日単位又は半日単位、時間単位で取得可能
・有給・無給は、会社の規定による

具体例
・デイサービス や 老人ホームの見学
・ケアマネジャーとの打ち合わせ　など
今後、仕事と家族介護を両立するための体制づくりに活用

・通院の付添い、介護サービスの手続代行
・ケアマネジャーとの短時間の打ち合わせ　などに活用

組
み
合
わ
せ
例 例２  介護休業を一度で全て利用する場合

介護休業　93日

介護休業① 40日 介護休暇 介護休業② 45日
例１  介護休業を分割して合間に介護休暇を利用する場合

ケアマネとの打ち合わせ
デイサービス施設の見学

ケアマネとの打ち合わせ
入所施設の見学、手続き

介護休業③ 8日
施設から病院
最期の看取り

通院の付添い
介護サービスの手続き

介護休暇
一時帰宅
通院の付添い

在宅介護は
限界と判断
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